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「分社・新会社設立」に
迅速に対応いたします。

４号営業ホテルの譲渡は、Ｍ＆Ａ（法人売買）に限定されます。
１法人で複数ホテルを所有していると、１ホテルのみの譲渡ができません。
１法人１ホテルの形態が求められます。

はじめまして、司法書士の阿久津です。
今回の政令改正にあたって、４号営業に移行すると、ホテル営業の譲渡
方法はM&A（法人売買）に限定されます。将来のホテル売買等を考え
れば、１法人１ホテルの状況にしておく必要があります。そのためには、
分社・新会社設立を４号営業移行前にしなければなりません。
ＡＢＣ司法書士法人では、今回の政令改正に伴う分社・新会社設立に
迅速に対応するための準備をしてきましたので、是非、皆様のお役に立
ちたいと思っております。
なお、複数の行政書士とも提携しておりますので、分社・新会社設立だ
けでなく、４号営業届出まで責任をもって行ないます。
分社・新会社設立には時間がかかります。期限が迫っておりますので、
お早めのご連絡をお待ちしております。
どうぞ宜しくお願い致します。

ＡＢＣ司法書士法人・司法書士

阿久津 均

ＡＢＣ司法書士法人

事務所名 ABC司法書士法人
代表者名 阿久津均、黒須孝生
所 在 地 〒331-0814　埼玉県さいたま市北区東大成町1-497 MJ赤柴ビル７階
連 絡 先 TEL.048-652-9611　FAX.048-653-2337
営業時間 9:00～18:00、 休日：土・日祝日
設　　立 1988年４月 司法書士事務所を開設
  2007年３月 ABC司法書士法人を設立
取扱業務 商業登記（会社設立、商号変更・組織変更、等）、
  不動産登記、簡裁訴訟代理業務、成年後見業務
ＵＲＬ   http://www.abc-office.jp

お問合せ Eメール： mailto:info@abc-office.jp
※対応範囲は1都６県（東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、群馬、栃木）です。
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［事務所概要］


